
１．「指導と評価の一体化」どう響く
　学校教育にはしばしば、理想と現実、本音
と建前に大きな矛盾があり、そのはざまで教
職員が悩まされている——。教育関係者なら
多かれ少なかれ、誰しも実感するところだろ
う。学習評価は、とりわけ高校教員にとって
その最たるものの一つではないだろうか。
　言うまでもなく学校には、児童生徒の指導
要録を作成・保存する法令上の義務がある。
高校では、単位取得の証明ともなる。伝統校
の校長室には今も指導要録を保管するための
重厚な金庫が残っていることが珍しくない
が、今どきの若い教職員はその由来を知らな
いかもしれない。
　しかし実際の進路指導では、指導要録を原
簿とした調査書の方が、はるかに重みを持っ
ていることだろう。指導要録に評定を付ける
時でさえ、進路実現が頭をよぎってしまうの
ではないか。指導要録に記載するための学習
評価は、実際には地道で迂遠な作業でもあろ
う。
　そんな現実を前にして「学習評価は、指導
と評価の一体化＝教師が指導の改善を図ると
ともに、生徒が自らの学習を振り返って次の

学習に向かうことができるよう、評価を教育
課程の改善に役立てるためのものだ」という
建前を繰り返されても、どれだけ教職員の心
に響くだろうか。
　 しかし生 徒 たちは卒 業 後、 Ｖ Ｕ Ｃ Ａ

（Volatility＝変動性、Uncertainty＝不確実
性、Complexity＝複雑性、Ambiguity＝曖昧
性）とも呼ばれる困難な時代を生き抜かねば
ならないことも、また現実だろう。
　そのために初等中等教育で、どのような資
質・能力（コンピテンシー）を身に付けさせ
ればいいのか。今こそ現場の教職員が、真剣
に考えなければならない時ではないか。だか
らこそ現実や本音を乗り越えて、学習評価の
在り方を、現場発で模索しなければならない
——。そんな理想や建前を臆面もなく書き連
ねようと、あえて現場の読者には分かり切っ
た「現在地」の確認から始めた次第である。

２．「恒例行事」でいいのか
　高校では2018年告示の学習指導要領の全
面実施に伴い、22年度入学生から観点別学
習状況の評価が本格的に導入された。文部科
学省が示す指導要録の参考様式に、各教科・
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科目の観点別状況を記載する欄が設けられた
ことによる。
　そうは言っても、読者にはピンと来ないか
もしれない。神奈川県立高校では07年度か
ら「目標に準拠した評価・観点別評価」が実
施されている。その間、09年を含め２回の
指導要領改訂が行われており、評価の改善に
関するノウハウの蓄積も進んでいることだろ
う。
　ただ今回の改訂では、前回と比べても評価
規準・基準づくりの作業は並大抵ではなかっ
たのではないだろうか。評価の観点が４観点
から３観点に変わっただけでなく、地歴・公
民をはじめ教科・科目の大幅再編があった。
　もちろん国立教育政策研究所（国研）や神
奈川県教育委員会の詳細な資料が示されてい
るから、実際にはそれに沿って学校や生徒の
実態に応じたカスタマイズを行えばよい。改
訂時の「恒例行事」「風物詩」と割り切れば、
それまでである。
　しかし、それで本当に生徒の資質・能力が
伸ばせるのか。学習評価は「上」から示され
るままに作業をし、生徒の今の成績を「値踏
み」するだけで今後、本当にいいのか。そん
な根本的な問いかけが、今こそ必要な気がし
ている。

３．徒労感？の原因
　新課程入試に伴う25年度大学入学者選抜
実施要項の見直し予告（ 21年７月）で、調査
書の様式として「『各教科・科目の観点別学
習状況』の項目は直ちには設けない」と明記
されたことも、高校現場には先刻承知のこと
だろう。
　これは、文科省の「大学入学者選抜におけ
る多面的な評価の在り方に関する協力者会
議」の審議のまとめ（21年３月）で「各教科・
科目の観点別学習状況の評価を調査書に記載
することの意義は認められるものの、現時点
において大学入学者選抜で直ちに活用するこ
とには慎重な対応が求められる」とされたこ
とに基づく。

　文科省の委託調査によると、17年度で指
導要録に観点別評価を記録している高校は
13.3％にすぎなかった。高校での観点別評価
はまさに「開始されたばかり」（審議のまと
め）であり、大学側で「評価結果を単純に点
数化したり、特定の観点の評価結果だけを抽
出したりするなど、多面的・総合的な評価の
趣旨に添わない活用となる恐れがある」（同）
からだという。
　同協力者会議は、初の大学入学共通テスト
が始まる１年あまり前の19年末になって記
述式問題の出題や英語民間試験の活用が相次
いで「頓挫」したことを受けて、「大学入試の
あり方に関する検討会議」に２カ月遅れて20
年３月に設置された。大学入試の多面的・総
合的評価の主要ツールになるはずだった高
大接続ポータルサイト「JAPAN e-Portfolio」

（Jep）も、同会議の審査を経て同年８月で
一般社団法人の運営許可が取り消された。
Jepなき後どうやって多面的・総合的評価を
行うかも議論になり、私大関係者の委員から
は、観点別評価の活用に期待を掛ける向きが
あった。審議のまとめにも、確かに「肯定的
な意見」の幾つかが紹介されている。
　ただ実際の議論では、必ずしも真剣に検討
されなかった印象がある。協力者会議の事務方
である文科省当局には、当初から調査書への
記載は時期尚早と判断していた節さえあった。
　調査書に反映されないのなら、指導要録の
精緻な観点別評価は何のための作業なのか。
高校現場が徒労感を抱いても、現状では無理
からぬところだ。

４．高校と大学の間にある「評価」
　大学入試を巡る文科省諸会議での論議を聞
いていると、二つの意味で深刻な問題が内包
されているように思えてならない。一つは、
そもそも高校の評価が信頼されていないとい
う問題だ。
　確かに調査書の評定は、奨学金の審査など
はもとより、大学のＡＯ・推薦入試（当時）
でも広く使われてきた。ただし学力評価の機
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能としては、高校入試を経た高校間格差が存
在していることは大学側も織り込み済みだ。
旧一般入試が現在の一般選抜に移行しても、
調査書を学力評価に活用しようという声が一
向に盛り上がっていないことが、それを象徴
していよう。だからこそ共通テストのような
客観的に学力を測定でき、かつ受験生の選抜
機能も備えた「試験」の存在が求められ続け
ている。
　もう一つの深刻な問題は、そもそも大学側
がどのような資質・能力を入学者に求めるの
か、必ずしも明確にできないままであること
だ。
　確かに大学教育では17年度から、ディプ
ロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方
針、ＤＰ）、カリキュラム・ポリシー（教育
課程編成・実施の方針、ＣＰ）、アドミッシ
ョン・ポリシー（入学者受入れの方針、ＡＰ）
に基づく「三つのポリシー（３ポリ）」改革が
義務付けられている。本来なら送り出すべき
卒業生像を基に、期待される入学者像をコン
ピテンシー・ベースで示せるはずだ。しかし
ＡＰは、どうしても抽象的、一般的なものに
とどまっていることが少なくないのが現状だ
ろう。
　大学にとって現実には、まず入学者を確保
することが最優先になる。私立大学では教職
員さえ把握できないほど多様な選抜方法と選
抜回数が用意されているのも、もはやＡＰに
基づくというより、「多様」な手を使ってで
も早く学生を集めたいというだけになってい
るのが現状だろう。

５．大学「入試」は持つのか
　そもそも「高大接続改革」は、大学教育、
高校教育改革、大学入学者選抜改革という

「三位一体」改革が趣旨だったはずだ。
　しかし議論の場が中央教育審議会から高大
接続システム改革会議、文科省改革推進本
部・高大接続改革チームの「大学入学希望者
学力評価テスト（仮称）」検討・準備グループ
へと移っていくにつれ、結局は高大接続改革

の論議自体が大学「入試」改革に焦点化され
てしまった。挙句の果てに共通テストの二つ
の目玉が「頓挫」したのは皮肉だ。
　歴史的に別々の形で発展してきた大学と高
校の接続には、「入試接続」と「教育接続」の
二つの形があるとされる。しかし教育接続
の方は、高校以下で育成された「学力の３要
素」を大学入学後の３ポリ改革で伸ばして社
会に有意な人材を送り出すという、極めて理
念的・抽象的な整理で済まされてしまった。
　しかし大学界は今後、深刻な問題に直面す
る。関係者の間では24年度までに入学希望
者総数が入学定員総数を下回る「大学全入時
代」が到来するとささやかれているが、05年
１月の中教審答申の段階で全志願者に対する
入学者の割合である「収容力」が07年度にも
100％に達すると予測されていた。実際には
今も高い選抜性を維持する難関大学が一定存
在するため見えづらいが、実質的には「全入
状態」が長く続いていることになる。そうし
た中で私立大学の半数以上が、定員割れに悩
んでいる。
　むしろ関係者にとっては26年度以降、主
な大学入学年齢である18歳人口が減少の一
途をたどることの方が深刻だ。22年の出生
数は80万人を割り、実際の少子化は従来の
推計より早く進行している。最近、大学の募
集停止が相次いでいるのも、それに備えた動
きだ。定員割れも、将来的には地方国立大学
でさえ例外ではなくなろう。
　そんな中いつまでも入試接続に依存してい
ては、大学教育の質は保てなくなる。大学教
育を変えるには、送り出す側の高校教育にも
変わってもらわなければならない。大学入試
が改革の障壁になっているのなら、三位一体
で変えてしまおう——。だからこそ12年８
月の中教審では「大学教育の質的転換」が答
申された直後に、高大接続改革が諮問された
はずだった。もう10年以上も前の話だ。既
に20年以上も前から抱かれていた危機感で
もあった。
　それなのに、いつまでたっても入試接続に
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ばかり関心が集まり、教育接続の論議が高ま
らないのは、学習評価にとっても不幸なまま
ではないか。

６．新指導要領から「次期改訂」へ
　観点別評価も本格導入された高校の新指導
要領はようやく２年次まで全面実施に入った
ところだが、早くも「次期改訂」の話が持ち
上がっている。
　具体的には総合科学技術・イノベーショ
ン会議（ＣＳＴＩ、議長＝岸田文雄首相）の
提起を受けて22年、中教審に「個別最適な学
びと協働的な学びの一体的な充実に向けた
学校教育の在り方に関する特別部会」と義務
教育・高校の二つのワーキンググループ（Ｗ
Ｇ）が設けられ、さらに改訂諮問の準備作業
を担う「今後の教育課程、学習指導及び学習
評価等の在り方に関する有識者検討会」も来
年３月の論点整理を目指して議論を進めてい
る。前回改訂のスケジュールを10年後ろ倒
しするなら、来年秋にも諮問、26年中にも
答申、27年から順次告示となることが既定
路線化しつつある。高校は28年告示、32年
度入学生から全面実施という見通しだ。
　一連の会議体では、21年１月の中教審答
申に基づく「個別最適な学びと協働的な学び
の一体的充実」を更に進めるべく議論が行わ
れている。新指導要領の「主体的に学習に取
り組む態度」評価の二つの側面のうち「自ら
の学習を調整しようとする側面」は、新型コ
ロナウイルス禍を経て「自己調整学習」の必
要性にまで存在感が増すようになった。

　ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末
の実現を背景に、一斉授業を見直して「単元
内自由進度学習」など１教室内でも多様な学
びを展開すべきだとの議論も持ち上がってい
る。
　さらには、教える内容が多すぎる「カリキ
ュラム・オーバーロード（教育課程の過積
載）」の解消も課題視されている。新指導要
領では「ゆとり教育批判」の再燃を恐れるあ
まりコンテンツ（学習内容）にほぼ手を付け
ずにコンピテンシー（資質・能力）で整理す
る格好を取ったが、次期改訂ではコンピテン
シーの観点からコンテンツを整理する「学習
内容の重点化」（２月の義務ＷＧ論点整理）
が焦点に浮上しそうな気配だ。
　全国の先進例を取材していると、新指導要
領下では大学入試改革も契機となって、進学
校を含めて総合的な探究の時間の本格的な取
り組みが、あっという間に広がった。それ
自体がカリキュラム・マネジメント（カリマ
ネ）の取り組みだし、ルーブリック評価も今
や当たり前になった。次期改訂は、その延長
線上にあるとさえ言える。
　既に作成が行き渡ったスクール・ミッショ
ン／ポリシーを実質化するカリマネによって
各教科・科目を含めた教育課程全体に及ぼ
し、ＶＵＣＡ時代にも耐えうる生徒のコンピ
テンシーを育成することを、各校で真剣に考
えなければならない。指導と評価の一体化
も、そのためにこそ必要だ。決して進路実現
という「出口」だけの狭い話にとどめてはい
けない。
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